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第１章 計画の考え方                  

（１）計画の役割と位置づけ 

本計画は、「知立市ユニバーサルデザイン基本計画」をもとに、知立市におけるユ

ニバーサルデザイン推進のための手順と事業を具体的に示すものです。 

また、他のユニバーサルデザイン関連計画の役割とは以下のように整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知立市ユニバーサルデザイン基本計画 
 

 

 

計画の前提条件、位置づけやユニバーサルデザインに関する現状・

課題を整理し、基本理念や施策の方向性を示します。 

知立市ユニバーサルデザイン推進計画 
 

 

 

基本計画をもとに、ユニバーサルデザイン推進のための手順

と事業を具体的に示します。 

知立市ユニバーサルデザイン重点整備地区整備計画 
 

 

 

ユニバーサルデザイン事業をモデル的に示す重点整備地区の

整備計画を示します。 
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また、本計画に関する、国、県及び市の法制度や関連計画は下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の期間 

計画の期間は、2028 年度までの１０か年とします。また、2024 年度を中間年

度、2028 年度を最終年度とします。 

 

      2019 年度                           2028 年度 

基本計画 『思いやりのカタチ  魅力ある知立』 

～すべての人が暮らしやすい温かなまちづくり～ 

推進計画・ 

重点整備地区 

整備計画 

前 期 

2019 年度～2023 年度 

後 期 

2024 年度～2028 年度 

 

 

 

≪上位計画≫ 

・知立市まちづくり基本条例 

・知立市総合計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪関連計画≫ 

・人にやさしい街づくり推進計画 

・知立市障がい者計画 

・知立市障がい福祉計画 

・知立市都市計画マスタープラン など 

 

 

・高齢者、障害者等の移動等の 

円滑化の促進に関する法律 

・ユニバーサルデザイン政策大綱 

・障害者基本法 

・障害者基本計画 

・高齢社会対策基本法 

・高齢社会対策大綱    など 

知立市 国 

知立市ユニバーサルデザイン 

推進計画 

 

 

・愛知県人にやさしい街づくり 

の推進に関する条例 

愛知県 
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『 思いやりのカタチ   魅力ある知立 』 

～すべての人が暮らしやすい温かなまちづくり～ 

第２章 計画の理念・目標                

本計画は、「知立市ユニバーサルデザイン基本計画」と同じ基本理念・目標のもと

に具体的な事業を計画・推進します。 

 

（１）基本理念 

 ユニバーサルデザインは、空間や環境面等の整備といったハード面の実務と心の結

びつきやサービス・情報提供といったソフト面の両方により成り立つものです。 

 これらを踏まえて、本計画の基本理念は次のように定めます。 

 

 

 

 

 
 

  

『思いやりのカタチ』……空間・環境面（ハード面）の整備等 

 

  『魅力ある知立』…………心の結びつきやサービス・情報の提供（ソフト面）等 

 

  『    』………………ハード面とソフト面を 

                  （ハート ＝ 心・気持ち）でつなぐ 

 

 

 また、ユニバーサルデザインを推進し、すべての人が暮らしやすいと感じるまちづ

くりを進めていくことを念頭に、サブテーマを「すべての人が暮らしやすい温かなま

ちづくり」と設定しました。 

 知立市では、この基本理念を実現できるよう、ユニバーサルデザインの推進を図っ

ていきます。 
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（２）基本目標 

本計画の基本理念を実現するため、次に掲げる３項目を基本目標として具体的な施

策に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ ユニバーサルデザインの意識づくり 

 行政はもちろん、市民や事業者がユニバーサルデザインの考え方を理解し、それぞ

れの活動を通じて、まちづくり、ものづくり、人づくり等に取り組んでいくことがで

きるよう、皆さんへの普及啓発を図っていきます。 

家庭、地域、学校等においては、相手を思いやる心を醸成し、それを実践できる意

識の教育に取り組みます。 

 

基本目標２ すべての人が暮らしやすく安全で安心なまちづくり 

 まちづくり等の基盤整備を行う際には、ユニバーサルデザインの視点に立った計画

とし、すべての市民に快適となるよう、配慮のあるまちづくりを進めていきます。 

人の動作には幅があることから、高齢や障がいのため体の自由がきかない人や、大

きな荷物を抱えた人、乳幼児と一緒の人等、人によって異なる動作の正確さ、安定性、

寸法、速度に配慮した設計を行っていきます。また、快適さや美しさをも備えたさり

げないデザインの実現を図っていきます。 

 

基本目標３ すべての人に分かりやすいサービス・情報づくり 

 行政であっても、民間であっても、利用される人の特性や差異に応じたコミュニケ

ーション手段を取ることによって要望を十分に把握し、多様できめ細かく、満足して

いただけるサービスの提供を目指していきます。 

基本理念 

 

思いやりのカタチ 

 

 

魅力ある知立 

 

～すべての人が暮らしやすい 

温かなまちづくり～ 

ユニバーサルデザインの意識づくり

すべての人が暮らしやすく安全で安心
なまちづくり

すべての人に分かりやすいサービス・
情報づくり

基本目標 

  １ 

基本目標 

  ２ 

基本目標 

  ３ 
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（３）施策体系 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本目標１】 
【施策の各論】 

ユニバーサルデザインの 

意識づくり 

１.普及活動の推進 

２.ユニバーサルデザイン教育の推進 

１.総合的なまちづくり 

２.公共施設等の整備 

３.公共交通環境の整備 

４.歩きやすい道路整備 

５.駅・駅周辺のまちづくり 

６.いろいろな人にとって便利な環境づくり 

７.安全と安心を確保するまちづくり 

すべての人が暮らしやすく 

安全で安心なまちづくり 

【基本目標２】 

１.総合的な情報提供 

２.分かりやすい案内表示の設置 

３.行政情報のユニバーサルデザイン化 

すべての人に分かりやすい 

サービス・情報づくり 

【基本目標３】 

【基本理念】   『 思いやりのカタチ   魅力ある知立 』 

             ～すべての人が暮らしやすい温かなまちづくり～ 
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第３章 施策の各論（具体的事業・施策）         

ここでは、施策体系に基づき、個別の具体的事業・施策を掲げています。 

 

（１）ユニバーサルデザインの意識づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．普及活動の推進 

 ユニバーサルデザインの考え方に基づくまちづくりに対する意識の定着を図るた

め、さまざまな機会を捉えて一人ひとりの状況に応じた適切な情報発信や学習機会の

提供を行い、ユニバーサルデザインに関する意識の啓発を図ります。 

 

施策の 

各論 
具体的な施策・事業 

普
及
活
動
の
推
進 

➀啓発パンフレットを作成し、市民や事業者に配布します。 

・基本計画の概要版を作成し、配布します。 

➁企業や商工会等へ、ユニバーサルデザインの普及活動を働きかけま 

す。 

・事業所など団体に対し、ユニバーサルデザインの出前講座を実施 

します。 

 

 

２．ユニバーサルデザイン教育の推進 

 市民のユニバーサルデザインに対する理解が進むよう、多様な価値観を受け入れ、

他者への思いやりやお互いを尊重し合う気持ち、お互いに補い合う心を醸成する教育

に取り組みます。 

ユニバーサルデザインの 

意識づくり 

【施策の各論】 【基本目標１】 

●基本計画の概要版を作成・配布 

●企業･商工会等への啓発 

２.ユニバーサルデザイン教育の推進 

●ユニバーサルデザイン出前講座の開催 

●学校でのユニバーサルデザイン教育 

●ユニバーサルデザイン情報の共有 

１.普及活動の推進 
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施策の 

各論 
具体的な施策・事業 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
教
育
の
推
進 

➀ユニバーサルデザイン出前講座を実施します。 

・出前講座等で使用する「ユニバーサルデザイン整備事例、商品事 

例」などの情報収集に努めます。 

・事例資料を交えたイメージしやすいユニバーサルデザイン講座を 

開催します。 

➁学校教育の場で、ユニバーサルデザイン教育を取り入れていきます。 

・ユニバーサルデザイン教育用ツールを作成し、学校教育の場で活 

用します。 

➂市職員を中心としたユニバーサルデザインの知識を深める活動をし 

ます。 

・市の関連計画と連携を図り、市職員間の情報共有に努めます。 
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（２）すべての人が暮らしやすく安全で安心なまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての人が暮らしやすく 

安全で安心なまちづくり 

２.公共施設等の整備 

 

●ユニバーサルデザインの考え方に基づく

各種まちづくり計画等の策定 

●市民との協働によるまちづくりの推進 

●ユニバーサルデザインに配慮した施設づくり 

●民間施設への働きかけ 

●ノンステップバスの導入の促進 

●ユニバーサルデザインタクシー車両の導 

入の促進 

●適切な幅のある歩道づくり 

●段差のない歩道づくり 

●障害物のない歩道づくり 

５.駅・駅周辺のまちづくり 

●知立駅のユニバーサルデザイン化 

●自動車等の乗り換えのスムーズ化 

●自転車置き場の充実 

●電線の地中化 

●駅前広場の総合的整備 

６.いろいろな人にとって便利な環境づくり 

【施策の各論】 【基本目標２】 

●情報障害者に対する付帯設備の整備 

●高齢者、車いす使用者等に対する付帯設備 

の整備 

●オストメイト対応トイレの整備 

●防犯性の高い公園等の整備 

●地域における犯罪情報等の提供 

１.総合的なまちづくり 

３.公共交通環境の整備 

４.歩きやすい道路整備 

７.安全と安心を確保するまちづくり 
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１．総合的なまちづくり 

まちづくり全般においてユニバーサルデザインを推進し、魅力ある社会環境の実現

と地域の活性化を目指します。 

 

施策の 

各論 
具体的な施策・事業 

総
合
的
な
ま
ち
づ
く
り 

➀都市計画マスタープランをはじめとした各種まちづくりの計画等に 

ユニバーサルデザインの考え方を盛り込みます。 

・ユニバーサルデザイン推進計画等、各種計画の策定に努めます。 

➁地域に関わる多様な立場の人々の協働によるまちづくりを推進して 

いきます。 

・様々な市民の意見聴取によるまちづくりを進めます。 

・「知立市人にやさしい街づくり推進協議会」を活用します。 

 

 

２．公共施設等の整備 

ユニバーサルデザインの考え方を基本とし、新規施設の整備や既存施設の改修等を

行います。 

 

施策の 

各論 
具体的な施策・事業 

公
共
施
設
等
の
整
備 

➀今後整備する市の施設については、設計の段階からユニバーサルデ 

ザインに配慮して整備を進めます。 

・ユニバーサルデザインに配慮した施設の整備に努めます。 

➁ショッピングセンター、銀行、病院等、多くの人が利用する施設に 

ついて、誰もが安心してスムーズに移動でき、利用しやすくなるよ 

うな整備について働きかけます。 

・愛知県の「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」、同「整備 

指針」の普及・活用に努めます。 
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３．公共交通環境の整備 

利用者の声を十分に取り入れ、誰もが安全で円滑に移動できる公共交通環境の整備

を目指します。 

 

施策の 

各論 
具体的な施策・事業 

公
共
交
通
環
境
の
整
備 

➀コミュニティバスのノンステップバス化を進めます。 

・ミニバスへのノンステップバスの導入を進めます。 

・関係事業者との懇談会を実施します。 

➁ユニバーサルデザインタクシー車両の導入を関係事業者に働きか 

け、高齢者や障がいのある人が移動しやすい環境の整備を促進しま 

す。 

・関係事業者との懇談会を実施します。 

 

 

４．歩きやすい道路整備 

誰もが安心して通行できる歩道の整備や歩道の段差・勾配の改善、交差点改良等、

道路交通安全施設の改善整備を図り、快適な歩行空間を形成します。 

 

施策の 

各論 
具体的な施策・事業 

歩
き
や
す
い
道
路
整
備 

➀安全な歩行や自転車走行ができるよう、適切な幅のある歩道を作り 

ます。 

・重点整備地区整備計画によるモデル整備を実施します。 

➁段差が支障にならないように、歩道を計画します。 

 ・重点整備地区整備計画によるモデル整備を実施します。 

・市内幹線道路の設計・施工において反映します。 

➂歩行者等の安全な移動を確保するために、歩道上に障害物を置かな 

いよう意識啓発を図ります。 

・歩道上に障がいとなる不法占拠物件が置かれないよう啓発を図り 

ます。 
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５．駅・駅周辺のまちづくり 

身体的な負担が少なく、連続性が確保され、円滑かつ安全に移動できるような駅・

駅周辺整備を推進します。 

 

施策の 

各論 
具体的な施策・事業 

駅
・
駅
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り 

➀名鉄知立駅については、連続立体交差事業に伴い、さらに使いやす 

くなるよう、乗降場所の段差解消等について、事業者への働きかけ 

を行っていきます。 

・関連部署や関係事業者との協議を検討します。 

➁駅前広場へのバス、タクシー、一般車等の乗り入れがスムーズにな 

るよう計画します。 

 ・関連部署や関係事業者との協議を検討します。 

➂自転車置場を充実させ、公共交通機関への乗り継ぎをスムーズにし 

ます。 

・関連部署や関係事業者との協議を検討します。 

➃電線地中化を推進し、通行しやすい環境をつくります。 

 ・駅周辺幹線道路の電線地中化の整備計画を策定します。 

➄利用者が簡単に乗り継ぎできるよう、駅前広場を計画します。 

 ・関連部署や関係事業者との協議を検討します。 
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６．いろいろな人にとって便利な環境づくり 

多くの人に心地よく快適と感じてもらえる、思いやりの環境づくりを進めます。 

 

施策の 

各論 
具体的な施策・事業 

い
ろ
い
ろ
な
人
に
と
っ
て
便
利
な
環
境
づ
く
り 

➀音響信号機、誘導ブロック、点字つき 2 段手すり等の設置に努めま 

す。 

・愛知県の「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」、同「整 

備指針」の普及・活用に努めます。 

➁高齢者、車椅子を使用している人等、誰にとっても利用しやすいエ 

 レベーター、エスカレーター、公衆電話、各種自動販売機、水飲み、 

 手洗い、スイッチ等の設置に努めます。 

・先進事例等の調査研究に努めます。 

➂多目的トイレ（オストメイト対応含む）の設置に努めます。 

・重点整備地区整備計画によるモデル整備を実施します。 

・市内事業所への普及に努めます。 

 

 

７．安全と安心を確保するまちづくり 

市街地の整備にあたっては、災害や犯罪の発生を防ぐよう工夫するなど、防災や防

犯の視点に基づく総合的なまちづくりを行い、市民が安全に安心して暮らすことがで

きる都市空間の形成を図ります。 

 

施策の 

各論 
具体的な施策・事業 

安
全
と
安
心
を
確
保
す
る 

ま
ち
づ
く
り 

➀防犯性の高い公園等の整備を推進します。 

・防犯カメラの設置や見まわり等により、公園等での安全性確保に 

努めます。 

➁地域における防災・犯罪情報等をさらに積極的に提供していきます。 

 ・関連部署や事業者と実施方法等を検討します。 
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（３）すべての人に分かりやすいサービス・情報づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．総合的な情報提供 

すべての人が行政等から発信される日常生活に関する情報を簡単で正確に入手で

きるよう、伝達手段と媒体の特性を活かした有効な情報提供を行う方法を整備します。 

 

施策の 

各論 
具体的な施策・事業 

総
合
的
な
情
報
提
供 

➀知立駅付近にてパティオ池鯉鮒・リリオコンサートホール等の催し 

物や、市の行事、主要施設、観光情報等が分かるよう総合的な案内を 

します。また、観光情報については、知立まつりをはじめとするお 

祭りや山車文楽とからくり等の文化を活かした情報の発信に努めま 

す。 

・重点整備地区整備計画によるモデル整備を実施します。 

➁市内案内マップ等を作成し配布します。 

 ・市内の公共施設や防災情報を分かりやすくパンフレットで示しま 

す。 

 

 

２．分かりやすい案内表示の設置 

多くの市民や来訪者が利用する施設の動線上の適切な箇所に、すべての人が分かり

やすい施設看板等の案内表示の設置を推進します。 

すべての人に分かりやすい 

サービス・情報づくり 
●知立駅付近における総合的な情報発信 

●市内案内マップ等の作成 

【基本目標３】 【施策の各論】 

●見やすく分かりやすい案内表示の設置 

●知立駅から公共交通機関への案内表示 

●知立駅等での防災情報提供 

●音声案内システムの適切な設置 

３.行政情報のユニバーサルデザイン化 

●行政文書等のユニバーサルデザイン化 

●ホームページにおけるユニバーサルデザ 

インの情報提供 

１.総合的な情報提供 

２.分かりやすい案内表示の設置 
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施策の 

各論 
具体的な施策・事業 

分
か
り
や
す
い
案
内
表
示
の
設
置 

➀誰もが見やすく分かりやすい案内・誘導・規制等の案内表示を設置 

します。また、案内表示を見づらくするような広告・看板の規制に 

努めます。 

・誰もが見やすく分かりやすい案内・誘導・規制等の案内表示を設 

置します。 

➁知立駅から公共交通機関への案内表示は、連続性・統一性のある表 

示に努めます。 

・案内表示を設置する際には、連続性・統一性のある表示を検討し 

ます。 

➂知立駅等、多くの人が集まる場所における防災情報の提供に努めま 

す。 

・徒歩帰宅支援マップ等の配布を行います。 

➃音声案内システムを適切な位置に設置します。 

・不特定多数の人が利用する施設を所有する事業者へ普及・促進を 

図ります。 

 

 

３．行政情報のユニバーサルデザイン化 

市から発信する情報は、誰もが理解できるよう分かりやすい表現に努めます。 

 

施策の 

各論 
具体的な施策・事業 

行
政
情
報
の 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
化 

➀行政文書や広報について、分かりやすい表現方法、デザイン、レイ 

アウトに配慮し、見やすい文字サイズや書体等を使用します。 

・弱視者等に配慮した行政文書や広報の作成に努めます。 

・行政文書や広報等への Uni-Voice 等の付加に努めます。 

➁ホームページや広報でユニバーサルデザインの情報を幅広く提供し 

ます。 

・ホームページや広報においてユニバーサルデザインコーナーの活 

用に努めます。 
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第４章 計画の推進体制                 

本計画における事業は、各事業担当課が主となり市民や関係事業所等の参画・協働を

得て実施していきます。 

また、各事業は中間年度及び最終年度に評価・改善を行うとともに、実施状況等を人

にやさしい街づくり推進協議会へ報告していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進体制のイメージ 

人
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
推
進
協
議
会 

参画・協働 

 
事業担当課 

事務局 

（都市計画課） 

自
己
評
価
、
進
捗
状
況
の
整
理 

  

改 

善 
評 

価 

整
備
・
実
施 

計 

画 

報告 報告 

公表・意見 

市 民 ・ 事 業 所 等 

  

  

ス パ イ ラ ル ア ッ プ 



 

 

 

 

 

 

 

 

第二部 

知立市ユニバーサルデザイン 

重点整備地区整備計画 
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第１章 計画の考え方                    

（１）計画の役割と位置づけ 

 本計画は、「知立市ユニバーサルデザイン基本計画」をもとに、モデル的に整備を

図る地区を選定し、事業の方向性を示すものです。 

また、他のユニバーサルデザイン関連計画の役割とは以下のように整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の期間 

計画の期間は、2028 年度までの１０か年とします。また、2024 年度を中間年

度、2028 年度を最終年度とします。 

 

      2019 年度                          2028 年度 

基本計画 『思いやりのカタチ  魅力ある知立』 

～すべての人が暮らしやすい温かなまちづくり～ 

推進計画・ 

重点整備地区 

整備計画 

前 期 

2019 年度～2023 年度 

後 期 

2024 年度～2028 年度 

知立市ユニバーサルデザイン基本計画 
 

 

 

計画の前提条件、位置づけやユニバーサルデザインに関する現状・

課題を整理し、基本理念や施策の方向性を示します。 

知立市ユニバーサルデザイン推進計画 
 

 

 

基本計画をもとに、ユニバーサルデザイン推進のための手順

と事業を具体的に示します。 

知立市ユニバーサルデザイン重点整備地区整備計画 
 

 

 

ユニバーサルデザイン事業をモデル的に示す重点整備地区の

整備計画を示します。 
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（３）重点整備地区について 

 ユニバーサルデザインを総合的に進めていく中で、重点的に推進していく地区のモ

デルとして、ユニバーサルデザイン重点整備地区（モデル地区）を設定します。 

このモデル地区については、具体的かつ比較的早期に実現可能な地区を選定するこ

とを踏まえ、次のような視点で設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの視点を踏まえて、知立駅を中心に概ね半径 500m の範囲をモデル地区に

設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 モデル地区（知立駅周辺地区）位置図 

● 具体的な事業が計画されており、ユニバーサルデザインを積極的に取り入れる 

必要のある地域 

● 良好な都市環境形成のため、ユニバーサルデザインの実現効果が高いと想定さ 

れる地区 

● 相当数の歩行者や利用者がいる、または見込まれる地区 
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第２章 重点整備地区整備計画                

（１）重点整備地区整備計画 

 重点整備地区整備計画は、第１章で示したようにユニバーサルデザイン重点整備地

区において、モデル的に整備を図る事業の方向性を示すものです。 

具体的な事業については、この方向性に基づき、今後実施が予定されている各種事

業の中で展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪建築物≫ 

 

 

ア
プ
ロ
ー
チ 

整備の方向性 

段差のないアプローチを基本とし、愛知県人にやさ

しい街づくりの推進に関する条例に基づき、整備を図

ります。 

留意点 
新設建物敷地及び出入り口に段差が発生しないよ

う、道路計画の断面図を公開します。 

駐
輪
場 

整備の方向性 

重点整備地区に新設の商業施設等には、歩行者の通

行の支障とならないよう、適切な数の駐輪場を設置す

るよう働きかけます。 

留意点 

人口増加に伴う鉄道利用者の増加を見込み、駐輪場

の将来需要を考慮し、知立駅周辺駐輪場の設置計画を

関係事業者と協議します。 

● 重点整備地区内で現在事業中の事業 

 ・知立駅付近連続立体交差事業 

 ・知立駅周辺土地区画整理事業 

● 重点整備地区内で今後事業が予定されている事業 

・都市計画公園事業 

・都市計画道路事業 

・知立駅南土地区画整理事業 
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≪道路≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩
道 

整備の方向性 

歩行者の安全確保のため、歩道設置等歩車分離を愛

知県の人にやさしい街づくりの推進に関する条例に

基づき、整備を図ります。 

留意点 

通学路や福祉施設周辺等特に歩行者の安全確保に

配慮が必要な道路において、歩道設置のための十分な

幅員がない場合、カラー舗装等による歩車分離を行い

ます。 

視
覚
障
が
い
者
等
へ
の
対
応 

整備の方向性 

主要な交差点部の歩道には視覚障がい者誘導用ブ

ロックを、愛知県の人にやさしい街づくりの推進に関

する条例に基づき、設置します。 

留意点 
安全確保や防犯のため、交差点部等に街路灯・防犯

灯を設置し、十分な照度の確保に努めます。 
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≪駅前広場≫ 

 

他
交
通
と
の
連
絡 

整備の方向性 

駅利用者と他交通機関との乗り継ぎがスムーズに

なる動線を検討し、バス停、タクシー乗り場等を設置

します。 

留意点 

他交通機関との連結経路について、上屋の設置や床

面表示等により適切な誘導経路を計画します。 

また、他交通機関のスムーズな運行を図るため、送

迎車両の停車スペースの利用者に分かりやすい案内

を行います。 

休
憩
施
設 

整備の方向性 
休憩施設を設置する場合は、ベンチや東屋などの設

置を検討します。 

留意点 
雨天時にも利用できるよう上屋を設置するほか、付

近に夜間の防犯対策として照明の設置を検討します。 

音
響
案
内 

整備の方向性 
交差点信号機、触知案内板等には、必要に応じて音

響案内設備の付加を検討します。 

留意点 

音響案内設備を設置する場合は、設置の目的等を付

近に掲示し、視覚障がい者への理解と協力を求めま

す。 

工
事
期
間
中
の
配
慮 

整備の方向性 

工事期間中においては、う回路の掲示、誘導員の配

置等十分な安全確保策を講じます。 

 また、仮施設、設備を設置する場合にもスロープや

多目的トイレの設置などユニバーサルデザインに配

慮します。 

留意点 

視覚障がい者誘導用ブロックは、工事箇所にかから

ないよう配慮するほか、バリアフリー経路が特定され

る場合は、経路についてあらかじめ掲示を行います。 
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≪公園≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出
入
口
及
び
園
路 

整備の方向性 

出入口及び園路は、車いす使用者やベビーカーの利

用に支障がないよう、都市公園の移動円滑化ガイドラ

インに基づき設置します。 

留意点 

快適な利用をすすめるため、出入り口の水平部、主

要な園路、遊具及び水飲み場付近の舗装は、浸透性の

舗装材等を使用します。 

ト
イ
レ 

整備の方向性 

公園の利用者数に対応した十分な数のトイレを、愛

知県人にやさしい街づくりの推進に関する条例に基

づき、設置します。 

留意点 
避難所としての活用が見込まれる場合、災害時にも

使用できる仕様のトイレを設置します。 

遊
具 

整備の方向性 
障がいのある子どもにも配慮したユニバーサル遊

具を設置します。 

留意点 
付近のベンチから死角にならない、木陰にある等適

切な遊具の配置を計画します。 
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≪サイン≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公
共
施
設
等
の
案
内
サ
イ
ン 

整備の方向性 
市内の公共施設、観光施設等を案内した総合案内板

の設置を検討します。 

留意点 

案内板には簡潔な情報提供に努め、施設の概要、交

通機関等詳細な情報は、別の方法を組み合わせるなど

により必要な情報を提供します。 

障
が
い
者
や
外
国
人
等
へ
の
配
慮 

整備の方向性 

主要なサインには、必要に応じてポルトガル語等の

外国語の表記を付与します。 

 また、公共施設には、点字や音声案内を併せた案内

表示板の設置を検討します。 

留意点 

視覚障がい者に配慮した案内表示板を設置する場

合、視覚障害者の誘導経路上に視覚誘導用ブロック等

の設置を検討します。 
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